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議 事 次 第 

 

１ 開  会 

２ 議  題  

（１） フロン類製造業者等に係る判断基準について 

（２） 指定製品等に係るラベリング制度の検討の進め方について 

（３） 指定製品製造業者等に係る判断基準等について 

（４） その他 

 

３ 閉  会 

 

 

 

 

 

配 布 資 料 

 

○議事次第・配付資料一覧 

○委員名簿 

○座席表 

資料１－１  フロン類製造業者等の判断の基準の概要及びその運用の方針について 

資料１－２  フロン類の使用の合理化に関するフロン類製造業者等の判断の基準

（素案） 

資料２    指定製品等に係るラベリング制度の今後の進め方について 

資料３    指定製品の判断基準に基づく表示事項について（案） 

資料４    改正フロン法における指定製品の対象と指定製品製造業者等の判断の

基準について 中間とりまとめ（案） 

資料５    改正法施行に向けた今後のスケジュール
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出 席 者 

 

産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググル

ープ 

 飛原座長、赤穂委員、浅野委員、大石委員、大沢委員、小川委員、金丸委員、岸本

委員、北村委員、木村委員、作井委員、島原委員、中村委員、茂木委員 
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○飛原座長  それでは、定刻になりましたので、産業構造審議会製造産業分科会化学物

質政策小委員会フロン類等対策ワーキング第６回会合を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、議題に入る前に、事務局より配付資料の確認と委員の出席状況についてお願

いいたします。 

○大木室長  それでは、資料の確認をいたします。右上の資料番号１―１、１―２、パ

ワーポイントとワードの縦紙のもの１セットずつ、それと、資料２、資料３、資料４、最

後１枚、資料５になっております。ご確認いただきまして、もし不足等ありましたら事務

局のほうに適宜お知らせください。 

 本日の委員の出欠の状況ですけれども、宇都委員、須川委員はご欠席となっております。

また、赤穂委員につきましては、30分ほどおくれて出席されると聞いております。したが

いまして、本日、過半数の委員にご出席いただいておりますので、定足数に達しておりま

す。 

 また、本日は、議題の関係からウレタンフォーム工業会から大川様、日本エアゾール協

会から大谷様、日本自動車工業会から小竹様にご出席をいただいております。 

 また、当省からは関係課室ということで、情報通信機器課から松田課長補佐、自動車課

から田中課長補佐、そして化学課から岩田課長補佐、産業機械課から鹿沼課長補佐が出席

しております。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に移らせていただきますけれども、本日の議事は公開とさせて

いただきます。また、議事概要につきましては、前回と同様、事務局において作成して公

表していただき、詳細な議事録につきましては、委員の皆様の確認を経た上で公開するこ

とといたします。 

 また、マスコミの方におかれましては、カメラの撮影はこれまでとさせていただきます。 

 さて、本日の主な議題ですが、前回、５月の会合を踏まえた「フロン類製造業者等に係

る判断基準について」が１つ目、２つ目が「指定製品等に係るラベリング制度の検討に進

め方について」、そして、昨年12月から議論のとりまとめとなります、「指定製品製造業者

等に係る判断基準について」、以上の３つの議題について、ご議論をしていただきます。 

 また、改正フロン法の施行に向けた産業構造審議会単独会合としての一連の審議といた
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しましては、今回が最終回となっております。 

 本日の議題の審議の進捗にもよりますけれども、本日の最後に少し時間を設けまして、

委員の方々より今回の施行に向けた注意点であるとか、将来の課題についてなど、ご意見、

あるいはコメントをいただきたいと思っておりますので、あらかじめ申し上げておきます。 

 それでは、まず、前回の議論を踏まえた「フロン類製造業者等に係る判断基準につい

て」、事務局から説明をお願いいたします。 

○大木室長  それでは、お手元に資料１―１、そして１―２をお願いいたします。 

 資料１―１について説明をいたします。フロン類製造業者等の判断の基準の概要及びそ

の運用の方針であります。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページ目になります。前回、ご確認いただきました

ポイントになりますけれども、判断基準の基本的な方向、具体的な内容といたしましては、

まず、赤いところから、こちらは当省のほうで、指定製品の製造業者等の判断の基準に基

づく製品側の、いわゆる低ＧＷＰ、ノンフロン製品への転換の状況と整合性を踏まえなが

らフロン類の製造事業者、ガスの輸入事業者に対しまして、国内で使用されるフロン類、

ＨＦＣの将来の見通しを示して公表しているということで、国全体のマクロの数字のイメ

ージを公表させていただくという形になります。 

 これを受けてオレンジですけれども、事業者によるフロン類使用合理化計画を策定いた

だきますが、ここには赤色の国内におけるフロン類使用見通しを踏まえていただきまして、

フロン類の出荷量の削減の目標を定量的なものとして盛り込んでいただく。あわせて、フ

ロン類使用の合理化のための必要な設備整備、技術向上に関する事項、こういった定性的

な内容についても記載をいただきます。 

 そして、主務大臣のほうでは、事業者からその報告をいただきまして、その内容につい

て公表するという手続をとります。 

 そして、その評価に向けた手続、取り組みの状況についての確認ということになります

けれども、毎年事業者に対して、前年度の出荷相当量を報告いただきます。 

 そして、実際の評価になりますけれども、削減の目標値を置いていただいた、その翌年

度には審議会にて評価をいただき、公表するということになります。 

 その評価のためには、事業者ごとの主要取り扱いの品目、ガス種ごとの内訳を把握する

必要がございます。また、公表におきましては、公表されることによる競争上の影響に留

意した、そういったものを注意しながら取り組まなければいけない。そういう仕組みが必
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要だということでございました。 

 １枚めくっていただきまして２ページ目の参考になります。これは、昨年の12月のワー

キングの際に、こちらから紹介させていただいたものになりますけれども、フロン関係の

事業者におかれましては、これまでみずから削減目標を設定していただいて、その実施に

取り組んでいただく、そういうスキームがございました。それを実際に、下のグラフにあ

りますように達成されていると。こういう実績があるということはご存じのとおりかと思

います。 

 また、１枚めくっていただきまして３ページ目になります。こちらはオゾン法による特

定フロンの削減ですが、国による管理の制度の例といたしましては、このオゾン層を破壊

する物質、特定フロンにつきまして、その出荷量の削減規制をしておりまして、こちらも

グラフのとおり着実に事業者の取り組みが進んでいるということであります。 

 このように事業者がみずから削減の計画を立ててしっかりと取り組んでいただく、そし

て国が全体の削減の量を管理し、個々の取組みを評価するようなやり方については、一定

の実績を積んでいるところではございます。 

 次の４ページ目に移っていただければと思います。具体的にどのような制度とするかと

いうことでございますが、まず、国のほうで、繰り返しになりますけれども、指定製品の

転換状況と整合した形で国内で使用されるフロン類の将来の見通しを定量的に公表すると

いうことになります。前回確認いただいた内容になりますけれども、下のほうに３点あり

ますが、その対象としましては、ＨＦＣ、こちらに対象を絞って策定すると。 

 そして、前回、一定の年度においてということで話を進めさせていただいておりました

が、原則５年置きにこれを策定して、改定していくということ。 

そして、３点目ですけれども、これはビル用のマルチなど、今後、指定製品の対象にな

った場合、使用量の変動という意味においては大きな影響を与えますので、その使用見通

しの影響が大きいようなケースについては、速やかに必要な改定をするということであり

ます。 

 続きまして、次の５ページですが、ガスメーカーの皆様方はどのぐらいの出荷量を削減

すればよいのか、その具体的な見通しが必要になるわけですけれども、そちらについては、

こういう形で定量的に求めるということになります。 

 指定製品のそれぞれ目標値、目標年度、カバー率という形でご紹介してきておりますけ

れども、こういったものを踏まえまして、機械的に計算することができるわけなのですが、
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ガスメーカーさんのサイドから立ちますと、その販売、出荷先というのは大きく２つあり

ます。１つは機器メーカーに卸されるケース、もう１つは、市中にあるストックへの追加

の補充填が出荷先ということになるわけですけれども、①、②、③と書いてありますが、

１つ目は、機器メーカー向けということで、ご案内のとおり、製品メーカーによって新規

の製品、こちらのほうでは、ＧＷＰの低いもの、ノンフロンのものが順次製造されるとい

うことになりますので、それ相応の使用量の削減が見込まれるという計算ができます。 

 あわせて、それによって、市中のストックが順次転換されていきますので、それに見合

う形で補充填の削減も見込まれる。 

 そして、３個目になりますけれども、中環審のほうでご議論、確認いただいた管理者側

の判断基準、それによって定期点検などが実施されることになりますが、修理なしの再充

填が基本的にできなくなるということもございますので、そういった意味でサービス用途

の使用量が相当量減るというようなことになります。 

 その結果、フロン類の使用見通しとしましては、矢印に書いてある緑色のところになり

ますけれども、2020年ではＣＯ２で4,300万トン、2025年では3,600万という形で数字が規

定できるということになります。それぞれ暫定という形で書いておりますけれども、右側

のグラフ、ＢＡＵという形で点々が延びているものがありますが、これは一定の経済成長

率を見込んで数字を立てております。 

その結果、例えば2020年でいきますと、先ほど紹介した上のほうの①、②、③に当たる

のが赤い斜線の部分、そして赤い斜線でちょっと濃くかかれた部分、そして青い斜線で削

られている部分、この部分が相当量削減するという形で、実数としては下の赤と青で塗り

つぶされたところ、この相当量の見通しについてガス事業者にて出荷いただくという見通

し、参考の数字になるということになります。この経済成長率が暫定的なものになるとい

うことで、暫定という形で書かせていただいているものになります。 

 次の６ページ目、７ページ目ですけれども、こちらのほうは今紹介させていただいた計

算方法の簡単な概要になりますので、割愛させていただきます。 

 ８ページ目に飛んでいただきます。こちらでは、事業者のほうで策定いただきます使用

合理化計画についてです。こちらについては、原則５年置きの国によるフロン類使用の見

通しの策定、公表がなされますので、それから３ヵ月以内に各事業者のほうで削減目標や

新規の冷媒の開発を含むような合理化計画を策定いただきたいということでございます。 

 国のほうでは、その内容につきまして報告をいただき、審議会のほうで専門家の意見を
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聞きながら、当該計画の内容についての評価を行います。 

その際、主務大臣のほうでは、この計画における各社の削減の目標の合計値が国が定め

るところの使用合理化の見通しとの整合性をしっかり確認するという形をとるということ

になります。その際、必要な情報の提供ということもあると思いますし、また、場合によ

っては、指導、助言という形で、計画の見直しを含めたお願いをするということになりま

す。 

具体的に、その計画の記載内容でございますけれども、2015年４月の施行ということに

なりますので、５年後の2020年の削減目標を盛り込んだ計画を立てていただくということ

になります。 

その削減目標というものは、繰り返しになりますけれども、国が策定する使用の見通し

を目安として、参考として削減の計画を立てていただくということになります。 

 その場合、各社それぞれ取り扱う製品というものがございまして、それに関係する機器

のほうの削減のプログラムというものが進みますので、そういったものを踏まえながら各

社さんは計画をつくっていただくというイメージになります。 

 次のポツですけれども、前回紹介しましたように、低ＧＷＰ、新冷媒を開発するという

ケースが考えられますので、その結果、出荷量が増加するというケースが想定されます。

そういったものについては、しっかりその内容を付記していただくということを求めると

いうことになります。 

 次の９ページになりますが、その計算方法、そのルールということで記載しております

が、まず、委託につきましては、委託元が製造、輸入の数字に責任をもっていただいて、

削減の計画を立てていただくということになります。 

破壊、原料用途、研究用途については、それぞれそういった形で製造、または輸入する

ということになるかと思いますが、相当分については控除する、引くという形で処理をい

ただくということになります。 

 次のポツ、再生品については、前回確認いたしましたが、製造量とはみなさないという

ことになりますけれども、輸入品、再生を目的とした輸入につきましては、結果として国

内で使用されるということになりますので、こちらについては輸入量という形で加算をし

て計算をするという形のものになります。 

 以上、定量的な計画とあわせまして、②、③、定性的な内容ということで、こちらのほ

うにも記載をいただくということになります。 
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 続きまして、10ページは今紹介しました計算方法について簡単にまとめたものになりま

すので、ごらんいただければと思います。 

 11ページは委託の考え方ということで、カーエアコンに対する、カーメーカーに対して、

今回、いろいろと取り組みをお願いしているということと同じように、委託をするケース

については委託をする元のほうが法的に義務を負っていただくということになりますので、

そういった意味での整理をさせていただいているところになります。 

 次の12ページですけれども、こちらは努力義務規定ということで、規定をいただく内容

としましては、新しいフロン類の代替物質の開発、そしてその商品化、それぞれについて

の安全性の評価ですとか性能評価に努めていただきます。また、関連する情報についても、

収集、提供していただきたいということを記載しようと考えています。 

 再生技術の向上にももちろん取り組んでいただくという内容ですけれども、一番下(5)

になります。こちらにつきましては、前回紹介させていただきましたＮＲＣ缶、簡易な缶

で輸入をするという形式のものですけれども、紹介させていただきましたのは、表示と内

容物が異なることも近年散見されるということでございますので、こちらのほうは保安法

で規制を受けていることもありますので、こういった法令をしっかり遵守していただくと

いうことを明記するということでございます。 

 次の13ページですけれども、実績、評価に向けた報告ということになりますが、こちら

については、毎年度終了した後、３ヵ月以内にその内容について、出荷相当量、そして、

主な製品、それぞれの内訳について報告をいただくということになります。この際も、公

表することによる競争上の影響に留意しながら公表するということになりますが、基本的

に進捗の状況は「見える化」ということでわかるようにするということが趣旨になります。 

 その具体的な内容としましては、①、②、③とありますけれども、各社前年度のフロン

類の出荷相当量、各社ごとのＣＯ２換算での合計出荷量がわかるもの。②全社合計の前年

度のフロン類の出荷相当量、これは各社の合計ということになりますので、全国の合計で

のＣＯ２換算値ということになります。③は、各社合計の前年度のフロン類出荷相当量の

うち主要品目別の内訳ということになりますので、これも同じ全国合計でのＣＯ２換算値

がわかるものになりますが、その内訳として、主要なガス種類が内訳としてわかるものに

なる。これらのものが公表されるというイメージになります。 

 続きまして、次の14ページ、実際の評価の方法になります。こちらにつきましては、20

年の削減の目標値を定めていただくということが基本になりますので、その翌年度に審議
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会を開きまして、専門家の意見を聞きながら各社のフロン類使用合理化計画に基づく取り

組みについての評価をしていただきます。 

 具体的に重要な点としましては、主務大臣のほうで策定したマクロのフロン類の使用見

通しに各社のフロン類の出荷相当量の実績の合計がおさまっているかというようなところ

を確認させていただくというのが基本的に大きなポイントになります。 

 また、その数量的な評価につきましては、前回紹介させていただいた内容になるのです

けれども、年によって大きく出荷量の変動があるということもございますので、必要に応

じて目標年度だけの単年で確認するのではなくて、場合によっては複数年度、前後の年も

評価しながら確認を行うということが必要かと考えております。 

 あわせて、代替物質の開発、新規の開発の内容があれば、その内容についても説明をい

ただくということが必要だと考えております。 

 こちらにつきましても、日本のみで公表されるということによる競争上の影響に留意し

て公表していくという仕組みを考えたいと思っております。 

 続きまして、15ページ、７．です。こちらにつきましては、判断基準の見直しという要

件として、１つは、国際的な大きな規制の動向の変化ということが③に書いてありますけ

れども、直近北米のほうで、モントリオール議定書のほうで、ＨＦＣの国際的な削減を考

えようという動きがありますが、そういったものが実際規制という形で動きますと、見直

しをすることが必要になると考えております。 

 続きまして、８．ですけれども、勧告・命令の対象事業者ということです。これまで機

器のほうで確認いただいていました内容と同じですが、基本的には0.1％相当のものを対

象にするということを進めていくわけなのですが、前回、北村委員からも要望という形で

ありましたけれども、先ほど紹介しましたようなＮＲＣ缶の輸入が増加しているという実

態もありますので、しっかりその辺について捕捉できるようにということで、少しその閾

値を下げまして、１万ＣＯ２トンという形のものを対象にしようと考えております。 

 次の16ページ、最後の部分になりますけれども、プレチャージ輸入品の扱いということ

で、こちらにつきましては、ご案内のように、国外で製造された家庭用エアコンや自動車

にフロン類が充填されているというケースがございますので、こういったものにつきまし

ては、数字の確認ができるように政府から関係する事業者のほうに定期的に情報の提供を

お願いしようということで、制度を組みたいと思っています。 

 17ページ、最後、全体のフローということで、簡単に流れを確認させていただきますと、
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上から１、こちらのほうでは、マクロのフロン類使用の見通しを国のほうで策定、公表す

る。これを受けて、右下のほうに行きますけれども、各事業者さんのほうで使用合理化の

計画を立てていただく。それを国のほうに報告いただきますが、2015年４月に施行して３

ヵ月後までに策定報告していただいて、その年の冬ぐらいのイメージで審議会で意見を聞

いて、その内容についての確認をする。そしてその内容の公表をするという手続をとりま

す。 

 そして、その後、毎年実績の報告をいただきまして、その内容は、先ほど紹介いたしま

したように、各社のＣＯ２合計値、そして全国での合計値。全国合計値なのですけれども、

主なガス種類の内訳がわかるようなものが公表される形で進捗が見える化されるというこ

とになります。 

 そして、５年後の仕上がりとして評価をするというのが一番下になりますけれども、目

標年度までの取り組みの状況を報告いただきまして、同じく冬の審議会を予定しておりま

すが、こちらのほうで確認をいただいて、結果の公表がなされるという形によって、合理

的に確実にフロン類の出荷量が削減されるというスキームにしていけると考えております。 

 以上でございます。 

○飛原座長  ありがとうございました。ただいま事務局よりご説明いただきました件に

つきまして、各委員の皆様からご質問やコメントをお受けしたいと思います。質問、ご意

見がある方は例によりまして、名札を立てていただきますようにお願いいたします。当方

から順次指名させていただきたいと思います。 

では、浅野委員からお願いいたします。 

○浅野委員  前回の議論を踏まえての整理でありますし、委員から指摘された内容につ

いてもよく反映されていると思いますので、大筋この内容でよろしいかと思います。 

 資料１―２が最終的に法令として定められる中身ということになりそうなのですが、そ

れと資料１―１に書かれている細かい説明との間にはかなりの精粗があるようですが、き

ょうは運用も含めてこのようにやりたいということが報告されたと思いますので、まずは

このとおりにきちっと運用されるようにお願いしたいというのが１点目。 

 もう一点目は、企業秘密というか営業上の問題で、公表の際の配慮ということがあるわ

けですが、これについては、競争上の影響に留意するということはいたしかたないことだ

と思います。ただ、どこまでこれを広げるかというのはある程度考えておかないと、何で

も競争上の影響になってしまうと、かなり公表の範囲が狭くなってしまうことが若干心配
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になります。 

 というのは、ＰＲＴＲ法や、省エネ法、温対法での事業者の情報の公開では、どこまで

を配慮してさしあげるかということに関して、かなり先例的な取り扱いがあるわけです。

最初にＰＲＴＲ法をつくったときに、産構審との合同の会議でも議論をして、そのときに

不正競争防止法がノウハウの保護の枠づけになろうということをはっきり確認しています。

これが企業の秘密として保護される基準だろうということを申し上げたわけです。そうだ

ろうなということになりまして、大体続く法制度についてもそのようなところが基準にな

っています。それはどういうことかというと、要するに、きちっと秘密として管理されて

いる情報でなければいけない。どこかで他人が調べればすぐにわかるようなことまで企業

秘密であるはずがないではないかという極めてシンプルな話なのですが、不正競争防止法

はもともと所管が経産省でありますので、その運用については皆さん熟知しておられると

思いますけれども、そういうのがこれまでの他法令での運用であったということに留意し

ておかなければいけないだろうということを私の意見として述べておきたいと思います。 

○飛原座長  ありがとうございました。ある程度ご意見、ご質問がまとまった段階で事

務局より回答していただきたいと思っております。 

 それでは、順番に行きますので、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員  フロン類製造業者は削減目標計画というのを立てるわけですけれども、そ

れは当然生産量を減らすということにもなろうかと思います。ＧＷＰの低いものに転換す

るという手もありますけれども、生産量を減らすという方法もあります。そうすると、機

器メーカーとしては、ガスの供給制限につながらないような仕組みを考えてもらわないと、

それを理由に価格をつり上げるという言い方は変ですけれども、高騰するということは消

費者のためにもならないわけです。だから、供給制限にならない仕組み、それは機器側の

生産計画との整合性も要ると思うのですが、そこはうまくやってもらわないと、物という

のは普通、商取引上は発注すると供給義務がありますよね。それを途中でとめてしまうと

いうのは非常に問題が出るので、そこはうまくやっていただきたいと思います。 

○飛原座長  それでは、北村委員、お願いします。 

○北村委員  まず１つは、ページ５のフロン類使用見通しでございますけれども、これ

はストック分についての見通しというのがこんなにすぐ減るのかなという疑問がちょっと

ございます。 

 というのは、結局、市中のバンクというのはそう簡単に減らないわけなので、そうする
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と、確かに３番の定期点検等で減る分はかなりあるとは思うのですけれども、２番のほう

がここまでうまく減るのかなというのがちょっと疑問に思っておりますので、これは2015

年にフロン類使用見通しを、正式なものが出てくるわけですが、そのときには、この辺の

サービスの状況について、よく精査していただければと考えております。 

 それから、業者から出すデータですけれども、世界中をみても、個別の企業のデータと

いうのが公表されているものはありません。ですから、そういう意味で、競争上の問題を

よく留意することとなっておりますけれども、ここを十分配慮していただければと考えて

おります。あと、前回もお話ししましたけれども、独禁法上の問題もございますので、そ

の辺も十分検討していただければと思っております。 

 それから、裾切り値については、おおむね妥当になってきていると思うのですが、また

状況が変わった場合には、この辺もちょっと数値の見直しというのも必要になってくるの

ではないかということで、その辺もフレキシブルに対応していただければありがたいなと

思っております。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。続きまして、茂木委員、お願いします。 

○茂木委員  本日は、よろしくお願いいたします。これでやっといろいろ大事なところ

が固まってきたかなとほっとしております。これまでに何度もそのテーマに触れて説明は

されてきたのですが、事業者の方から聞いていただきたいという声が届きましたので、そ

ういう声がほかの方にもあるかもしれませんので、質問をさせていただきます。 

きょうは大木さんからはご説明は飛ばされたのですけれども、７ページの参考のところ

です。環境影響度の目標値と目標年度のところです。その中のダストブロワーのところで

すけれども、この業界で先駆的に頑張っておられるメーカーさんにとってみると、目標年

度を2019年と何でこんなに期間を置くのかというところと、目標値ですが、これは本当に

画期的に10まで下げていただき、今後他メーカーさんに頑張っていただきたいのですが、

何でもっと低くならないのかということがご質問でした。 

 それと、成分のほうですけれども、ＣＯ２とＤＭＥと書いてあれば、私などはそれぞれ、

ＣＯ２はそのままＣＯ２かなと思いますが、ＣＯ２がＣＯ２リッチだったりすると、非常に

誤解を招くかもわからないので、成分表示のあり方はどうなるの 

でしょうかという質問だったかと思います。食品表示は含有成分量が多い順に書かれてい

ますし、それが常識的なことだと思いますが、この点もお聞きしたいということでしたの
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で、この場でまた皆さんにご説明いただければ、と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  また、ダストブロワーのほうで先駆的に頑張っていらっしゃる事業者さんについてで

すが、実は、４月にご紹介したと思うのですが、「ノンフロンダストブロワーの秘密」と

いうリーフレットも発行されていて、漫画での解説も入れながら、温暖化ってなんだろう、

という事から使い方も含めて非常にわかりやすく、消費者を啓発する冊子を出されていて、

それを持ってどこにでもお話に伺いますので、そういうところを教えてくださいという非

常に意欲的な姿勢でいらっしゃいます。このような姿勢は私たち消費者にはとてもありが

たいことですので、業界を超えて、ぜひこれを参考にされて温暖化防止に向け頑張ってい

ることを伝えながら進めていただきますよう、よろしくお願いします。 

 ほかには、浅野先生がちょうどおっしゃってくださったとおりです。ＰＲＴＲ制度では、

使用量なども公開され全部報告されて、年々そのファクトシートも厚くなってきています

が、私も活用させていただき大変助かっています。浅野先生のご発言での、公表上の範囲

はどうなるのかとおっしゃってくださったところは検討していただければ思います。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、このあたりで事務局より回答をお願

いいたします。 

○大木室長  ありがとうございました。 

 では、まず順番に、浅野委員からの指摘事項について、ちょっと簡単に紹介させていた

だきますと、ご指摘のとおり、説明させていただきました資料１―１と１―２、記載の内

容が違います。今回、プレゼンのほうで説明させていただいた内容というのは、運用のや

り方についても含めて説明をしたほうがわかりやすいかなということでして、告示つまり

判断基準のほうで書かせていただく内容というのはそのうちの一部になりますので、内容

については重複するのですが、今回、１―２のほうの資料では評価の方法といった部分に

ついては余り記載がなされておりません。 

 あわせて、情報の扱いについて、非常に重要な点をコメントいただきまして、ありがと

うございます。この辺につきましても、我々は踏まえまして、今後運用していきたいと思

っています。 

 岸本委員と北村委員からも同じように製造するガスの量について公表することによる影

響とか削減することによる価格の影響ということがございましたが、今回、この法律に基

づいて運用するに当たりまして、我々のほうとしましても、公正取引委員会ともいろいろ
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と相談させていただいておりまして、今後の運用についての注意点とか公表の扱いについ

て相談させていただいているところです。少し簡単に、今回いただきましたコメントの関

係で紹介させていただきますと、まず、やはりこれまでこういった類いの出荷の量につい

て、公表されているという形はとっておりませんので、今回、そういうことが結果的に競

争法上の問題を惹起する可能性がこの制度によってあるのではないかと公正取引委員会の

ほうでは問題視するということになります。 

 そういった意味で、各個社ごとの生産量、また例えばそのうちのガス種が明らかになる

ようなケースについては、取り扱いを非常に注意していかなければいけないかもしれない

ということでございました。 

 そういった点を踏まえながら、今後運用していくということで、公表の扱いにつきまし

ては、先ほど紹介させていただいたような内容で進めていくというのが妥当ではないかと

考えております。 

 もちろん、個々、公開請求という場合がありましたら、それは個別の案件として処理を

するということになりますが、本件、制度としましては、今回お話しさせていただいたよ

うな形での運用を基本に進めていくということが妥当ではないかと考えております。 

 岸本委員からありました供給制限による価格の話ですけれども、その点につきましては、

実際、今回、関係するガスのメーカーにおきましては、生産量の削減などの調整をしてい

きながら安定供給を図っていかなければいけないという意味において非常に難しいお願い

をしているということはよくわかっております。価格の面につきましては、将来どういう

形になるかというのは、我々としてコメントするのは難しいものですが、今回、繰り返し

の説明になりますが、機器の転換というのはプログラム化されていますので、それ見合い

でガス会社のほうでは、生産をしていただくということで、受給のバランスについては、

うまくその辺ができればというところも一応念頭に置いての制度の設計にはなっておりま

す。 

 あと、北村委員から意見がございましたストックがこんなに減るのかとか、公開されて

いる例がないのでどうかということでは、裾切りの値についても、いずれにしても全てに

おいていろいろと今後の進捗をみながら必要に応じて見直しをしてほしいということであ

りましたけれども、その辺につきましては、毎年毎年事業者から報告をいただくというス

キームをとっております。そういった形で情報をしっかり収集させていただいて、必要に

応じて検討できるようにと考えております。 
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 あと最後、茂木委員からコメントがありましたダストブロワーの件ですけれども、済み

ません、説明上割愛しました。今回、資料４のほうで最後にまとめて説明するというとこ

ろもありますが、ダストブロワーにつきましては、以前のこちらの審議会で、今回の目標

値、目標年度を確認いただいたところですけれども、ご質問は2019年、もう少し早くでき

ないかとか、数字をもう少し下げられないかというものでした。 

こちらにつきましては、今回のこの制度というのは、もちろん先駆的に取り組まれてい

る製品をターゲットに日本に出回る商品について、低い数字に順次転換していってもらい

たいという制度になります。したがって、特定の先行している会社だけがその製品をつく

ればいいということではなくて、広くそういうものをつくられている事業者に対しても、

そういった製品をつくっていただくようにお願いするということになります。 

この目標年度というのは、そういった意味で幾つか説明を書かせていただいております

けれども、合理的にこの施行のタイミングからそういう製品を新しくつくってもらうとき

にどのくらい必要なのかということについて、円滑に進めた場合、このくらい普通かかる

でしょうと計算するものになります。ただし、つくっていただくものは環境影響度の低い

もの。そういった意味で、最も低いものをちゃんとつくっていただく、それが市場全体に

しっかりとこの目標年度に入っていただくと。そのような設定になっております。そうい

った意味では、トップを走られている方からすると、少し遅いという話があるかと思いま

すけれども、全体の制度設計としてはそういう形になっているということをご理解いただ

ければと思います。 

 あと、目標値につきましては、同じく資料４の最後のところのポンチ絵的なところで書

かせていただいておりますけれども、今回、扱われている製品というのはおおむね１桁の

ものが多いということでありますが、10というのは、10を下回るということで、今後、将

来的に数字の変動もありうることもありまして、10ぐらいという形で設定しております。

実際は使われている製品、冷媒というのはもちろんご案内のように1桁の低い数字という

ことになっておりますので、その点は大きな問題はないかと考えています。 

 あと、もう１つ、済みません、趣旨がわからなかったのですけれども、ＣＯ２とジメチ

ルエーテルの部分についてのご質問というのは、どういう意味のものだったのかがよくわ

からなかったのですが、これは成分の表示…… 

○茂木委員  それでは読み上げますと、中身のガス名表示について、ノンフロンも含め

て含有量の多い成分から記載されるべきだと思います。ＣＯ２が最初に記載されていると、
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ＣＯ２リッチの不燃性のものと誤解されると思いますと書いてあります。ご心配されてい

るので、ここの場でご説明いただければいいかなと思います。 

○大木室長  その趣旨であればわかります。実際、缶をみますと、やはり量の多いほう

が先に書かれていますので、ジメチルエーテルが先に書かれているというケースが私がみ

ている限りではたしか多かったです。ＣＯ２リッチというようなイメージで捉えるかどう

かというとわかりませんけれども、まずジメチルエーテルが書かれて、ＣＯ２と書かれて

いるのが、実際、私が今、仕事の関係でみている製品の缶にはそういう順番での表示が多

い。もしあれでしたら、大谷さんのほうからコメントがありましたら… 

○茂木委員  正確に書いていただければ、誤解を招かないかなと。ご心配されているの

で、そこを配慮していただければと。 

○大木室長  何か大谷さんから、もし補足がありましたら。 

○大谷氏  エアゾール協会でございます。今、ちょっとご質問がございましたけれども、

おっしゃることはよくわかります。基本的には、例えばＤＭＥ、あるいは炭酸ガスという

ことで、消費者が安全に対して誤解しないように、これは非常に大事なことですので、先

ほどメーカーさんの冊子のご紹介がありましたけれども、私どものエアゾール協会として、

可燃性ガスを使っているということで、もう少し消費者に安全をアピールしていくことを

検討していきたいと思います。 

○飛原座長  ありがとうございました。ご質問については大体回答していただけたと思

います。私から確認の質問をしたいのですけれども、国の定める目標値のところは、資料

１―２によると、まだ黒丸になっていますが、この数値はいつ決定されて、この数値は埋

められて、公表されるのでしょうか。 

○大木室長  経済成長率の数字というのが大体年末のころに決まりますので、それを踏

まえて数字を埋めるということを想定しています。 

○飛原座長  そうすると、来年早々には数値が公表されるということでしょうか。 

○大木室長  そういうイメージになるかもしれませんが、そのタイミング次第というと

ころになります。 

○飛原座長  わかりました。それから、これは補足になるかもしれませんけれども、公

表について質問がありましたが、各製造業者の出荷量の公表、13ページをみますと、最初

の丸で、各社からは使用製品ごとの出荷量を報告するというのが義務づけられております。

公表については、３つ目の丸の①で、各社の出荷量については、全部をまとめたものが公
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表されると書いてありまして、使用製品ごとに公表するとは書いていません。製品ごとは

②、③で全社まとめて公表すると書いてありまして、これをみますと、各社の使用製品ご

との出荷量が公表されるとは書かれていません。資料をみますと、各社の各製品の出荷量

が公表される心配はないように記載されております。――よろしいでしょうか。 

 それでは、以上、１番目の議題について、ご議論をいただきました。それでは、ほとん

ど修正する必要はないと思いましたので、この案件につきましては、ご了承いただいたと

判断させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、第２の議題でございます。「指定製品等に係るラベリング制度

の検討の進め方について」という議題につきまして、事務局よりご説明をお願いいたしま

す。 

○大木室長  それでは、お手元に資料２をお願いいたします。ラベリング制度ですけれ

ども、１枚めくっていただきまして、こちらにつきましては、前回ご紹介しておりますと

おり――済みません、法定の表示につきましては、次の審議の項目で触れさせていただき

まして、まずラベリングのほうを先にお話しさせていただきます。こちらにつきましては、

法定表示を補完するというポジション、位置づけのもとでこのラベリング制度を設けると

いうことであります。また、その内容としましては、購入者が指定する製品の環境影響度

がどのようなものかがわかった上で選択できるような表示ということで、このラベリング

制度を設けるということであります。 

 具体的には、補完をするという意味でご説明すれば、指定製品につきましては、前回確

認の質問がございましたが、指定製品でしかなければ、法定表示は表記することができな

いということでございますが、こうしたＪＩＳのラベルの表示でいきますと、関連するフ

ロン類の使用製品、具体的にいいますと、指定製品であればコンデンシングユニットとい

うことになりますけれども、一般消費者が店内で目にするようなショーケースにも張れる

ということになります。 

 また、ＧＷＰ値の低い新商品の差別化、購入時における差別化ももちろんですし、新ガ

スの開発やそれに伴う新機器の開発、そのインセンティブとなるような効果も視野に入れ

た多段階表示ということもできるという意味でありまして、法定表示ではできないような

部分を補完すると。そういった意味で、省エネ法の前例もございますので、ＪＩＳのほう

で検討を進めていこうということでご確認をいただいたものになります。 

 そのラベリング表示の場所についてもご指摘もありましたけれども、基本カタログ、今
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回の場合は、消費者向けに販売されるものももちろんありますが、業務用に卸されるもの

も多いということもありますので、基本カタログが多いということになります。最近の商

流では通販ももちろんですし、ホームページ、インターネットでの販売ということもあり

ますので、そういったものにももちろんカタログや表示がなされるということを念頭にこ

の制度を設けるということが妥当ではないかと考えています。 

 また、商品そのものによっては、製品自体にそういった表記をすべきという、ダストブ

ロワーの関係では前回紹介させていただいておりますが、そういったものもありますので、

商品選択時の実態を踏まえて、適切な場所に張っていただくというイメージになると思い

ます。 

 具体的な内容として、次のページ以降になりますけれども、多段階の表示をまずお願い

したいということであります。 

 具体的にＪＩＳでこれから検討いただくにおきまして、多段階で環境影響度を表現する。

そういった制度を設ける。その設定におきましては、箱の中に書かせていただいています

けれども、指定製品ごとの目標値に対して、製品に使用されているフロン類がどの程度の

環境影響度を有するのか、容易にかつ直感的に判断できるものとする。そういう必要があ

るのではないかということ。また、よりＧＷＰ値が低い新商品開発の努力が評価される観

点ですとかノンフロン製品が差別化されるのがわかるようなものにすることが必要ではな

いかということでありました。 

 次の３つ目の丸のところになりますけれども、１つの論点ということでありますが、同

じフロン類が機器によって、例えば下のような多段階表示の場合、目標値を超えているよ

うなものを上回って、さらに環境影響の低いものになっているケースもある一方で、場合

によっては目標値を超えられないようなものが出てくる可能性がありますということで、

そういった論点もあったかと思います。 

 また、さらにいえば、ＧＷＰ値というのは、ＩＰＣＣの報告によって数字が変動すると

いうことは前回の会議でも紹介させていただいておりますので、そういったものも踏まえ

ながら、具体的にはどの時点でのＧＷＰ値かというのももちろんわかるような形でこうい

った制度をつくっていかなければいけないというところが配慮しなければいけないことだ

と思います。 

 その具体的なイメージは前回紹介しているところもありますけれども、エアコンなどの

ケースということで紹介させていただいていますように、目標値よりも上に超えていない
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もの、超えているケースについては、複数、多段階の表示を置いて、その中のどの部分に

この製品が位置づけられるかというのがわかるような形での基準の設定を設けるというこ

とが適当だと考えているところであります。 

 そのイメージで次のページになりますけれども、今までご審議いただいた指定製品、そ

れぞれ目標値というのがございます。そういったものを考えますと、今回の多段階表示で

いくと、どの部分が多段階の設定の可能性があるかというところで丸をつけさせていただ

いております。 

 一番下の２つにありますように、ウレタンの関係ですとかダストブロワー、ここは100、

10という数字を置いていますので、こういった部分につきましては、多段階表示という形

での、真ん中の部分の必要性はないところがあるかと思いますけれども、エアコンとかコ

ンデンシングユニットといった部分につきましては、新ガスの開発を含めて評価をするよ

うな余地があります。そういった意味で、こういった部分についての多段階表示というこ

とをもって、商品の選択において、低ＧＷＰ、ノンフロンのものが選択される。そのよう

な情報を提供していくということかと思います。 

 先ほど茂木委員からのご指摘のありましたダストブロワーの関係につきましても、表示

という形で、その製品において、10という数字に対して、使われる製品のＧＷＰ値という

のがはっきりするわけですので、そういった意味で、目標値との関係においても優位性が

わかるし、ほかの製品との関係においての優位性もわかるということで、しっかりと取り

組まれているところについては、この表示制度によってしっかりと評価されるということ

かと思います。 

 続きまして、次の４ページ目、３．のデザインですけれども、今回、非常にポイントに

なりますのは、このデザインということかと思います。こちらのほうで盛り込むべき要素

としては、目標値、それに対する製品の達成、未達成の別、それと目標を満たしている場

合は超過の程度、そういったものが認知的にわかりやすいようなものであるということが

非常に必要だと思います。 

 そういった意味でデザインの検討においては、この前もお話もさせていただいておりま

すように、モノクロになった場合にもわかりやすいものでないといけませんし、非常に情

報がたくさんだと、何がいいのかよくわかりにくいという話ももちろんありまして、シン

プルなものといった意味で、いろいろと非常に注文が多いところなのではございますけれ

ども、この辺につきましては、広くデザインの公募などを行いまして、わかりやすい表示
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というものをつくっていきたいと思っております。 

 次の５ページですけれども、先ほどちょっと紹介しました４．指定製品関連の表示とい

うことで、繰り返しになりますが、コンデンシングユニットが指定製品、それに対しまし

て、ＪＩＳのほうでラベリングを進めれば、実際、お店の中の店内にあるショーケースに

表示をすることができるということになります。 

 また、参考まで、指定製品の問題で、右のほうですけれども、ダストブロワーは不燃性

のものについては、今回、目標年度の対象外という形になっておりますが、この不燃性の

用途については、明確にこういったものに限る形で使うということを表記していただくと

いうような形も検討しておりますので、あわせて紹介をいたします。 

 次の６ページですけれども、今後の体制ということで紹介をさせていただきます。こち

らにつきましては、こちらの審議会のほうで関係していただいています製品、その関係す

る業界団体と今話を進めておりまして、実際に担当者の名前もいただく形で、今、ＪＩＳ

の原案作成委員会の構成を進めているところであります。生産をする人、そしてそれを使

う使用者、もしくは消費者を同数の規模で委員構成をするということが求められておりま

すので、そういった形を踏まえながら、あと、中立者を含める形で今後、デザインを含め

たラベリング制度のあり方について、具体的内容を決めていくということになっておりま

す。 

 そのスケジュールとして、最後のページになります。現在、７月に向かって、先ほど紹

介しました原案作成委員会を設置し、原案の検討を進めます。規格協会のＪＩＳ検討のプ

ロセスにエントリーする必要がありますので、こちらのほうにエントリーをさせていただ

いて、詳細を詰めていって、来年の４月、本法施行となるわけなのですけれども、この次

の議題にて紹介させていただきますが、強制法規上の法令の表記、表示につきましては、

2015年平成27年４月の施行後、半年を置いて表示の義務化、施行という形を考えておりま

す。ＪＩＳとしては平成27年４月に施行になるわけですけれども、早ければ法定表示が施

行されて少したった秋ぐらいから実質的にＪＩＳに基づく表示の利用ができるような、非

常に早いスピードでお願いしているということではあるのですが、そういうイメージでＪ

ＩＳが制定、利用できるということをスケジュールの念頭に置きながら進めていきたいと

考えております。 

 以上になります。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。ただいま事務局より説明していただいた
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件につきまして、委員の皆様からご質問、あるいはコメントをいただきたいと思います。

ご意見のある方は名札を立てていただきたいと思います。 

 それでは、今度は逆回りで行きましょう。木村委員、お願いいたします。 

○木村委員  東京都の木村です。ラベリングについては、皆さんの目的でありますので、

ぜひ取り組んでいただければ助かります。 

 昨日ですけれども、東京都のほうでプレス発表いたしまして、冷凍冷蔵のショーケース

につきましては、中小企業の皆さんが設置する場合に補助をするということで、国のほう

は既にやっておりますが、東京都も補助をするということで発表させていただいておりま

す。７月１日から受け付けを始めます。 

 その中で、ただ補助するだけではなくて、設置した事業者には、機器にラベルを表示し

ていただくということで、消費者の皆さんが商品を買うときに、あわせてノンフロンショ

ーケースだということがわかるような表示をしてもらうというように考えております。 

 さらに、幾つかの企業の方に聞いたら、機器が全部ノンフロンではなくても、そういう

のを取り入れているお店だということで、店頭ですとか、例えばコンビニでしたら、カウ

ンターで消費者が目につくところでノンフロン製品、地球温暖化防止に貢献していますと

か、そのような表示も有効ではないかということでいただいておりますので、都の補助要

綱では、補助を出す事業者は、製品と店頭、またはカウンターのところで表示をしてくだ

さいということを条件にいたします。 

 どういう表示にしなければいけないというのは都のほうで決めていませんが、事業者の

皆さんがどんな表示をするのか、またいろいろな表示様式が決まれば、私どももその辺に

合わせて、参考にしたいと思っています。 

 あと、もう一点、２ページの多段階表示のフロン類以外のもののところで、自然冷媒等

という表現になっていまして、一方、３ページのほうはノンフロンという表現になってい

るのですが、これはどっちがわかりやすいかなと思っていまして、都としては、今の家庭

用の冷蔵庫などでも省エネのラベリングのところではノンフロンという表示になっていま

すので、ノンフロンのほうが一般的かなと思いますが、ＪＩＳの検討のところで、その辺、

ご議論いただければと思います。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員  この表示の点なのですけれども、表示については、委員会をつくって議論
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するということで、多分きょうその結論が出る問題ではないと思うので、それで十分議論

すればいいと思いますが、それに先立ってちょっと意見をいっておきます。 

 この多段階表示については、目標値に対して設定するということになっているのですけ

れども、目標値が製品によって全部数字が違いますので、同じ冷媒でも使う製品によって、

ランク３だったり、ランク４だったりする可能性があるので、非常にわかりにくいという

のが１つです。 

それから、これは指定製品だけに表示することになっているのですが、例えば同じ対象

商品でも、壁かけには表示してあるけれども、床置きには表示していない等、同じカタロ

グの中でも表示するものとしないものと出てくるので、我々としては対象商品は全部表示

をすると良いと考えています。それは表示の仕方としては、例えばＧＷＰが1,500以上は

１か５かわかりませんけれども、1,500から700が４とか、これが３とか、ノンフロンはゼ

ロと書くのかどうか知りませんが、そういうものにして、ＧＷＰの絶対値にして、対象製

品に張るというほうがわかりやすいのではないか。あったりなかったり、あるいは冷媒に

よってランクが変わったりというのは、消費者からすればわかりにくいということになる

ので、そういうことを多分この委員会で議論することになると思いますけれども、一応意

見としていっておきます。 

 以上です。 

○飛原座長  続きまして大石委員。 

○大石委員  ありがとうございます。ラベリング制度は、消費者がノンフロン化の情報

を目にする機会が増えますので、温暖化防止への関心が高まるという意味ではとても重要

だと思っています。 

 お話の内容とも重なるのですけれども、４ページのところのラベリングのデザインの考

慮のところ、この中にも書いてあるように、省エネ法のマークと混同しないようにという

ことが重要だと思います。省エネマークは、すでに消費者の認知度がかなり高く、これを

参考に選ぶ方が多いのですけれども、多分並べて表示されるであろうと想定しますので、

ここのところ、目立つようになる反面、誤解のないようなラベルになるようにぜひ工夫し

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。では、浅野委員、お願いします。 

○浅野委員  説明がなかったのですけれども、資料３に法定事項になることが書かれて
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おりますので、こちらのほうをみていたのです。こんなものかなという感じではあるので

すが、表示事項のうち、目標値と目標年度に関してはカタログ記載ということになってい

て、これもスペースの関係からいえばしようがないのかなとは思ってみはしましたけれど

も、大体カタログを買うときに丹念にみる人はよほどマニアックな人ですから、見ないだ

ろうなという心配があります。これはむしろ販売業者さんがぜひ店頭できちっとそういう

ものは表示するということを、これはもう行政指導ベースでしょうけれども、しっかりお

願いするということをしない限り、なかなか大変だろうなと思いました。 

 それから、硬質ウレタンフォームについても、これもどうにもならないので、これでし

ようがない、本体が容器であるということなのでしょうけれども、これなどは一番のポイ

ントはやはりいわゆる施主の方というか、その人たちがどう判断するかということなので、

実際、最終ユーザーにとっては全くブラックボックスに近い世界になってしまいます。工

事の現場に行って、こんなの一々みる人はいませんから、なかなかきついなと思うのです

けれども、これはやはりよほど、表示はこれでしようがないのでしょうが、どういう方法

でいわゆるお施主様がそのことについての情報を把握して、ぜひこれでやりましょうとか、

これがいいねとか、あるいはでき上がったものについて、これはこういうものだからいい

なというような、そこが本当は必要なのですが、指定製品表示である以上どうにもなりま

せんので、ここも関係業界と調整していただいて、でき上がり品についても何らかの形で

表示が出るようにというようなことにしていただかないといけないかなと思います。これ

はちょっと難しいことかもしれません。 

 岸本委員がおっしゃった点にももっともな面があるのですが、法定ということになると、

指定製品になってしまうので、この間、私が例外品については法律上どうにもならないの

と申し上げたことがご意見に関連してひっかかってくるのですけれども、きょうの私の発

言もほとんど法定事項としては手のつけようがないことを発言していることはわかってお

りますが、かなりの重要な部分だと思っていますので、運用上、よろしくお願いいたしま

す。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、大谷さん、お願いします。 

○大谷氏  ただいまの中で、資料３で、ちょっと追加を検討いただきたいのですが、一

番下、ダストブロワーの一番右でございます。ノンフロン、ここにＧＷＰ値が１であるＨ

ＦＯ―１２３４ｚｅ、これはもうほとんど燃えないというか、微燃性のガスですので、先

ほどの安全性という観点からもここに追加いただきたいと思います。 
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○飛原座長  では、中村委員、お願いします。 

○中村委員  まず、２ページ目の多段階表示の基準設定案のところで、目標年度までに

これを見直すということがあるかどうかはちょっとわからないのですが、例えば機器のト

ップランナーのほうであれば、毎年市場の製品がどのように普及しているか、どういうも

のが出ているかを調査して、段階の区切りを見直していくということを行っていると伺っ

ています。 

 ですので、ガスのほうの主要品目ごとの出荷量というのは、報告という形で押さえられ

ると思いますけれども、製品ごとに市場にどう出回っているかを押さえていくことにより、

どのように製品が普及しているのかがわかるのではないかと思いました。 

 もう１つは、先ほどもデザインの件をおっしゃっていましたが、４ページ目になります。

きょうはこれがイメージということで受けとめているのですが、例えば左上にＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅというアルファベットがありますけれども、これと大きさというか、それがどう結

びついているかがやはりこういうものだとちょっとわかりにくい。例えばＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅなどでも、建築のほうでいうと、ヨーロッパなどでは、このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄをバーの長

さと色、例えば赤い色であれば危険な感じがしますし、青い色であれば安全なイメージが

ありますし、それと長さのようなものであらわしていたり、一目みてわかるような工夫が

いろいろされているところもあります。独自にデザインするということも、公募をすると

いうようなことも書かれていますが、今までのそういった事例もよく考えて、メリット、

デメリットがやはりあるものになりますので、そこら辺も考慮して、こういったデザイン

を考えていただければと思います。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、事務局から回答をお願いいたします。 

○大木室長  ありがとうございました。まず、木村委員のご指摘に関連して、紹介いた

だきましたショーケース関係の補助制度が４月１日から受け付け開始ということでしたが、

非常に心強く思うところがあります。そこで店頭を含めて機器のほうに表示をするという

部分のデザインについて、当方ではこれから徐々に検討を進めてまいりますので、もし可

能でありましたら、検討委員会のほうにオブザーバーとして入っていただければ、いろい

ろな形で情報交換ができるかと思いますので、連携をとってやらせていただければと思っ

ています。また相談させていただければと思います。 

 あと、岸本委員からご指摘のありました、前回もご指摘をいただいているところであり
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ますが、機器というよりもガスに着目した形での統一的な評価をしたほうが消費者におい

てはわかりやすい。同じガスでありながら、機器によってあるガスはよしとされ、ガスは

ダメという形の評価がなされるのは、少し混乱的な問題があるのではないかというご指摘

だと思います。その辺についての検討という意味においては、省エネ法のラベルとの混同

をしないようにという話もございますので、一緒にあわせて検討していかなければいけな

いということだと思います。 

 ただ、こちらについては、今回の趣旨というのが、同じ製品区分の中で環境影響度の低

いものをより選択していただくということを目標にしておりますので、そういった意味に

おいては、製品の中でより低いものがどっちのものかということがまずわかるような形に

していただいた上で、そういう混乱がないようなものをあわせて検討していただくという

ようなことをお願いしたいと思います。 

 大石委員からいただいた点、その辺については注意して、省エネ法との混乱がされない

ようにということで、この辺については認識して進めていきます。 

 あと、浅野委員からのご指摘にありましたカタログ記載ですけれども、基本的に今回の

商品、多数がＢtoＢ、業務用のものになりますので、コンデンシングユニットを含めて製

品がまだない段階で商品選択をするということが非常に多いと聞いております。したがっ

て、基本カタログというところが漏れなく情報として提供できるかなと考えています。 

 また、販売店での取組みの話としましては、やはりこういう表示がされますと、お店の

方も説明をしなければいけないというか、質問されると答えなければいけないということ

なので、いろいろと勉強されると聞いております。そういったところも含めて、いろいろ

とご指摘を踏まえて連携する機関と相談しながら進めていければと思っています。 

 あと、中村委員からいただいた省エネのほうとの違いという意味で、少しご指摘を踏ま

えてコメントさせていただきますと、今回は環境影響度の低い製品を選択していただく制

度ということでありますけれども、岸本委員の話にも関係しますが、結局はそこで充填さ

れているガスによってＧＷＰが決まりますので、ガスに着目して、その環境影響度をみる

ことになるわけです。したがって、フォローする、モニタリングをするという意味におい

ては、出荷されているガスをチェックすることで、どういう製品群にどのようなガス体が

行っているかということがある程度はわかってくると思いますので、実際のマーケットの

中での商品の構成ももちろんチェックしながらですけれども、多段階のどの辺の区分をと

れば適当かといったところもチェックしながら考えて、必要に応じて見直しをするという
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ことなのかと思っています。 

 あと、ご指摘いただきました表示のケースについては、いろいろな前例などを調べなが

ら検討を進めたいと思います。ありがとうございました。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。ラベルはガス種が大半を決めてしまいま

すけれども、よく考えると充填量にもよっているので、非常に充填量が少ないものはラベ

ルのポイントを上げてあげてもいいのかもしれないのですが、そういうのは評価がなかな

か難しいので、ガス種による多段階評価にならざるを得ないと思います。 

 大体よろしいでしょうか。――どうもありがとうございました。貴重なご意見、どうも

ありがとうございました。本日いただきました意見は、今後の制度設計に反映させていた

だきたいと思います。 

 ラベリング制度につきましては、事務局より提案していただきました案を基本として、

今後、ＪＩＳの委員会の中で検討していただくということにしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議題の３つ目でございますけれども、「指定製品製造業者等に係る判

断基準について」につきまして、まず、前回の議論を踏まえた資料３の「指定製品の判断

基準に基づく表示事項について」について説明していただきまして、続いて、昨年12月か

ら議論していただいた内容のとりまとめとなります指定製品の判断基準の中間とりまとめ

案について、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

○大木室長  お手元に資料３、資料４をお願いいたします。 

 まず最初、資料３、法定表示につきましてご説明をいたします。こちらにつきましては、

先ほどのラベリングと関係するものになりますが、前回確認いただいた内容の確認をさせ

ていただくことになります。 

 １ページめくっていただきまして、中身としましては、表示事項、赤いところ、書いて

ありますけれども、今回、低ＧＷＰ、ノンフロン製品の購入を促すという観点から必要最

小限の情報としまして、その製品ごとに設定されている目標値、目標年度、そしてその製

品に使用されているガスの種類の内容と数量、ＧＷＰ値を記載していただくということに

なります。 

 その場合、基本カタログには記載をいただくということになりますけれども、先ほど紹
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介させていただきましたようにダストブロワーのようなものについては、カタログをみず

に商品を選択するということがありますので、そういった意味では、商品ごとに特性を踏

まえまして、記載を検討するという場所は、おのずと決めていかなければならないという

ことで、物によっては製品本体などに求めるということで、法定的にはそういう趣旨で必

要な制度を設けるということにします。 

 あと、遵守事項の関係で(3)ですけれども、前回、茂木委員からご指摘のありましたＨ

ＦＣですとかＲという形で冷媒の表記がなされるということであります。こちらにつきま

しては、原則物質がわかるという意味でＨＦＣというものを基本書いていただきまして、

慣行的に今よく使われています冷媒関係ではＲ表記をするということがありますので、こ

ちらのほうは両方併記していただくという形、これによりまして、続きで書いてあります

けれども、ＨＦＯなのかそうではないのかというのもわかりますし、ＣＯ２、アンモニア

といったものについては、Ｒ表示をみていただくとわかるのですが、普通にはわかりにく

いということになりますので、両方併記していただくという形で、必要な情報を提供する

というようにすべきではないかと考えております。 

 １枚めくっていただきまして、今回、指定しています製品ごと、それぞれについてどの

ような表示、どこに表示をするかという内容を簡単にまとめたものが２．になります。こ

ういった形で、各製品ごとに本体、カタログについて、こういった内容を記載していただ

くということになります。 

 ご案内のように、87条、みだり放出の関係で必要な記載を求めているところであります

ので、そこでの内容の記載を本体には引き続きしていただくということではございますけ

れども、カタログのほうにはＧＷＰ値が記載されますので、そういった内容とあわせて、

今回指定される製品については目標値、目標年度のほうも記載していただくという形にな

ります。 

 ただ、ダストブロワーにつきましては、繰り返しになりますけれども、缶自体のほうに

目標値、目標年度を記載いただくということで、その製品のもつＧＷＰ値との差がわかる

というようなイメージになりますので、こちらのほうには缶本体に記載していただく。ま

た、ウレタンの関係につきましても特殊性がございますので、それを踏まえた形での表記

ということで、基本に缶のほうに記載をしていただくというイメージになります。 

 そのイメージとして、参考で、次のページ以降、製品ごとに記載していますので、簡単

に紹介しますと、３ページ目のエアコンのところでいうと、イメージがわかりやすいかと
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思います。本体の表示には必要な記載事項がこういった形で書かれまして、カタログ、下

のほうに書いてありますけれども、目標値、ＧＷＰ値として750以下、右のほう、使用さ

れている冷媒、そしてＧＷＰ値がわかるということで、目標値と製品との関係がある意味

でわかるという形の表記になります。 

 下のほう、コンデンシングユニットも同じような形で表記をしていただくという形にな

ります。 

 次の４ページ、これは車の関係になりますけれども、現在、本体での表示という形で、

こういう形の表記がなされています。それをカタログに同じような形で必要な記載をして

いただくという形になります。 

 その次のページ、ウレタンフォーム、ダストブロワーにつきましては、こういった形で

カタログの表記ももちろんございますけれども、必要に応じて本体のほうに必要な情報を

明示的に書いていただくということかと思いますので、その辺は、法定表示ということで

お願いするということになります。 

 以上で、まず、法定表示の関係について説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、資料４、法定表示も含めまして、各製品ごとに製造される、また輸入

される事業者の判断基準ですが、これまでご審議いただいた内容を今回総括させていただ

くということで、表紙に中間とりまとめと書いてありますけれども、こういう形でまとめ

させていただいております。 

 資料、順にページをめくって簡単に紹介をしていきます。時間の問題もありますので、

少し簡略させていただきますけれども、記載させていただいている内容というのは、従前

からご審議いただいている内容の確認でして、基本コピー、ペーストになっています。 

 １．以降は考え方、２．では今回指定をするものについて、そして括弧書きは対象とし

て除くもの。３．以降はその仕上がりということで、目標値、目標年度、評価の方法、勧

告・命令の対象範囲、そういった内容についてご審議いただいた内容の部分についての記

載事項をこういった形でまとめさせていただいております。 

 表示については、先ほど紹介させていただいた内容になります。 

 それ以降、別紙１、別紙２につきましては、今、紹介させていただいた内容の少し丁寧

な説明ということで、対象範囲外のものについての説明。対象製品については、目標値、

目標年度の妥当性の説明を載せさせていただいております。こういった形でまとめさせて

いただいております。 
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 説明は以上になります。ありがとうございます。 

○飛原座長  ありがとうございました。ただいま事務局より説明していただいた件につ

きまして、また各委員からご質問、あるいはコメントをいただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

 では、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員  資料４なのですけれども、質問というか意見なのですが、18ページの欄外

に小さい字で文章が書いてあります。 

 また、一番最後の絵の中にも同じような文章が出てくるのですけれども、ここはいろい

ろな事務局の意図もあると思うのですが、表現と条件については、誤解を招かないように

もう少しきっちり正確に表現したほうがいいと思います。 

 今後、いろいろな省エネ性、ＣＯ２の削減になるような物質というのは出てくる可能性

がありますから、それの開発を排除しないということが非常に重要だろうと思っています。

意見としていいますけれども、やはり我々の目的は温暖化防止というのが主なので、そこ

に視点を当てた配慮をすべきであろうと思います。ここは工夫をお願いしたい。 

○飛原座長  ありがとうございました。木村委員、お願いします。 

○木村委員  資料４の、まず６ページのところの真ん中あたりに、Ⅳとして、指定製品

の製造業者等が取り組むべき事項についてというところで、低ＧＷＰ、ノンフロン化を達

成した製品については、その状態を維持するということで、これはこれで正しいことなの

ですが、これを受けた上で、13ページの一番下で、既にノンフロンを達成している製品と

して除外するものということで、家庭用冷凍冷蔵機器、自動販売機はこのとおりですよね。

15ページに来て、家庭用ヒートポンプ給湯器で、これも現在、フロン類を使用した製品は

ない。ここまでは正しいので、指定しないのでいいのだけれども、このヒートポンプのと

ころだけ、最後、今後、指定要件を満たした際には環境影響度を考慮して指定について検

討するというのが入っているのです。さっきの家庭用冷蔵庫と自動販売機も維持すればな

い、ヒートポンプも維持すればないのだけれども、何でこのヒートポンプだけ指定を満た

した際にはというのが出てくるのかなと。これは一般的な話であって、既にノンフロン製

品になったものを、もし将来違うのが出てきたときにはこのようにするということは書い

ておくのは正しいと思うのだけれども、何でヒートポンプのところだけに書くのかなとい

うのがちょっと違和感があります。 

○飛原座長  ありがとうございました。浅野委員、お願いします。 
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○浅野委員  今の木村委員のご発言は、この会議での議論の経過の中から出てきたこと

だからしようがないのではないでしょうか。やはりこれを書いておかないとおさまらない

人がおられるので、これはもうやむを得ないということかもしれません。 

それよりも、最終的にパブコメはこの資料４をもとにこれで意見をくださいということ

になると思うのです。そうすると、やはり経過がわからない人がこれだけ読んだ場合には、

またあれやこれやといろいろ議論が出てきて、事務局はそれに対するお答えを書くのに苦

労するだろうと思うのです。さりとて、資料を全部これにくっつけてパブコメをやるとい

うのは物すごく大変なことだろうと思うのですが、エッセンスになるような部分で、どう

してこうなったのかということについて、必ず質問がありそうなことについては、今まで

の資料をつけるという工夫をされたらどうかなと思います。あるいは、それがどうしても

だめな場合でも、このワーキンググループの資料は全部公表されていますから、ホームペ

ージのどこを見れば、資料が掲載されているから、それを参考にしてくださいと言うこと

くらいは書いておかないと、多分これでまた同じような質問が出てきて、同じようなやり

とりをしなければいけないように思われる。無駄を省いたほうがいいと思うので、このこ

とは意見として申し上げておきます。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、事務局より回答はありますでしょう

か。 

○大木室長  ありがとうございました。岸本委員のご指摘、済みません、ありがとうご

ざいました。100以下を目標にするということで、ここの趣旨はかねがね説明させていた

だいていますとおり、ある程度ノンフロン化が進んでいるものが製品としてあって、そう

いったものの製品区分の中で、ある程度数字が低いところで目標設定ができそうなものに

ついては基本100を設定する形で決めるもので、もちろん100以下を目標にということにな

りますけれども、こういった形で今後こういう数字目標を定めるときにはこのやり方で決

めていきましょうということでの取り決めを前々回、確認させていただいていますので、

その趣旨ということでございます。記載内容は少し修正させていただきます。もちろん、

その趣旨としては、今後新しく開発されるものは排除しないようにということで、100未

満であっても、２桁台で新しい冷媒ができる可能性があるということで、その余地を除く

という趣旨で書いてあるところですので、ちょっとわかりやすく修正をするというように

します。 

 あと、木村委員のところのコメントですけれども、こちらについては、まだ現に製品化
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されていないということがほかの製品と違いまして、他の製品はまだ数が少ないというこ

ともあるのですが、いずれにしても、前回説明しました一定の数字を超えた場合は、どの

製品も、対象ではないものについても検討の対象になってきます。ただ、ヒートポンプに

ついては、現に製品化されていませんので、ちょっと別の形の位置づけで記載させていた

だいているということになります。 

 あと、浅野委員からのコメント、非常に参考になります。ホームページのほう、わかる

ような形で情報を提供したいと思います。ありがとうございました。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。岸本委員のご質問の件は、なぜ100かと

いう根拠がここに書いてあるわけです。本来はアンモニアなので、１桁台にすべきかもし

れないけれども、１桁台にしなかった理由は、ＣＯ２排出量が減るような省エネの機器が

開発されたら、100以下であれば１桁でなくても数十でもいいという趣旨がここに込めら

れているという説明だったと思います。 

○岸本委員  いいたいことはわかっているのですけれども、この文章は誤解されやすい

と思われます。 

○飛原座長  文章としてはですね。では、以上の趣旨がわかるように文章を検討してい

ただくことにいたしましょう。省エネであれば、100を超えてもいいという趣旨ではない

ということが分かるように。 

○岸本委員  日本語の文章だけ直してもらえれば。 

○飛原座長  わかりました。――よろしいでしょうか。 

 それでは、文言や資料の提供の仕方については、貴重なご意見をいただきましたので、

修正については事務局に一任することといたしまして、この事務局提案でパブコメをかけ

るということでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

本日の予定された議題は以上でございますけれども、本ワーキングにおける改正フロン

法の施行に向けた審議事項は一応これで終了ということになります。それで、冒頭申し上

げましたけれども、この機会で改正フロン法のいろいろな審議において、いろいろお考え

になったこと、感じられたこと、あるいは指摘しておいたほうがいいと思われることなど、

委員の皆様はおもちだろうと思いますので、あと残り30分ぐらいしかございませんが、各

委員からご意見、コメントをいただこうかと思っております。 
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 順番に指名させていただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。１分か２分ぐらい

しかないので、なるべく簡潔にお願いしたいのですけれども、それでは、赤穂委員からお

願いいたします。 

○赤穂委員  今回の制度づくり、産構審のワーキンググループのレベルとしては本当に

扱わないよとか、関係するメーカーさんとかユーザーさんとか利害関係者も多くて、よく

ここまでまとめられたと思うのが正直な感想です。 

 ただ、制度として今後運用する上で一番大切なのは、やはりユーザーへの認知だと思う

のです。例えばトップランナーでいえば、省エネのトップランナーは、ユーザーの方がこ

れを買えば電気代が下がるという実利が感じられる制度なので運用しやすかったと思いま

すが、フロン類に関しては、直接の実利というのはないわけですよね。大きな意味でいえ

ば、もちろん地球全体で大きな実利はあるのですが、なかなかそこの利益を直接感じられ

ないという難しい制度だと思っています。だからこそ、しっかりと削減がなぜ必要かとい

う制度そのものの意義ということを理解してもらうことが大切だと思っています。 

 その上で、政府の皆さんにはもちろんその努力をしていただくことは当然として、関係

する事業者の皆さんにもそういう取り組みをしていただければと思いますし、私自身もメ

ディアにかかわる人間の１人として、この制度を正しく報道するように努めることで、制

度がうまく回るように取り組んでいきたいと思っています。 

 あと、この制度は、日本の製造業にとっても国際競争力の強化という観点で生かしてい

くべきものであろうと思っています。そのためにも、日本が常に半歩でも、一歩でも世界

より先へ進むことが必要で、それを制度が後押しするという仕組みが必要だと思っていま

す。 

そういう意味で、今後、モントリオール議定書であるとか、世界の各国の規制の動向、

また、新しいガス種など、画期的な製品の開発動向と、そういうことを踏まえて、一応制

度の見直し期間というのは決まっていますけれども、大きく改定すべきであろうと思うこ

とがあれば、そのタイミングを逸することなく、早く改定作業に入っていただければと思

っております。 

以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、浅野委員、お願いします。 

○浅野委員  これまで検討してきたのは、フロン法改正の半分の部分なのです。もう１

つは回収のほうがあって、そちらも重要なのですが、しかし、先々のことまで考えていっ
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たときに、このワーキングで議論したことが大変大きくきいてくるだろうと思いますから、

意義が十分あると思いますし、見通しの数字までもう上がっていますので、これはかなり

大きな顔をして地球温暖化防止のために貢献できるということを外部にいえるだろうなと

いう気がします。 

 赤穂さんもおっしゃいましたけれども、低炭素社会行動計画の考え方もこれがうまくは

まるわけですから、これで我が国の製品輸出がますます伸びて、地球全体に対しても貢献

できた、とこの国がいえるようになればいいことだと思いますから、大いに遠慮しないで

ＰＲをすべきだと思います。 

○飛原座長  それでは、大石委員、お願いします。 

○大石委員  ありがとうございます。おおむねこの会議、とてもいい方向で進んだと思

います。けれども、１つ残念なのは、やはりこの制度を、ＢtoＢであれＢtoＣであれ、消

費者がきちんと理解するためには、製品を販売する事業者の役割が重要と思いますので、

法律の中で、しっかり役割を押さえるべきだったのではないかと反省しています。と同時

に、やはり消費者の側の理解も必要なので、消費者教育ではないですけれども、消費側が

地道にそういう情報をちゃんと理解して選んでいけるような、受け手側の教育などもやは

り必要ではないかと思っております。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、大沢委員、お願いします。 

○大沢委員  設備業者という立場からいいますと、お客様の、ユーザー様の商品選定の

一翼を担うという立場にありますので、そういった意味では、今回の議論の中でどういっ

た商品をお客様に勧めていくのか、そういった重要な役割を我々も担っているのかなと思

っています。 

 ユーザーさんにいかに周知をしていくか。先ほど話がありましたけれども、やはりこれ

が非常に重要だと思います。今回の表示の中でもＧＷＰ値というのが出てきましたけれど

も、どういった意味があるのか、これからまず説明していかなければならない。そういっ

た意味では、表示だけしても、表示された意味がよくわからなければ、何の意味もないと

思っていますので、そういったところで我々が皆さんに周知をしていく努力もしていかな

ければいけないのかなとは感じております。 

 皆さんも一緒になって、周知をぜひお願いしたいと思っております。 

 以上です。 
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○飛原座長  ありがとうございました。では、小川委員、お願いします。 

○小川委員  冷媒ガスの種類が少なく、基準を決めると、自動的に選択するガスが決ま

ってしまう状況だったと思います。低GWP値の冷媒ガスはどこの企業でもつくれるわけで

はないため、利害関係を考え競争原理が成り立つように基準や制度等をまとめていくこと

は大変な作業だったと思います。しかし、皆さんが納得できるところに落ちついたのでは

ないかと思っております。 

 また、いろいろな委員からコメントが出ておりましたけれども、やはりユーザーがいろ

いろな表示をみて商品の選択の判断をしていくわけですから、意識を高めるということが

大切だと感じております。教育現場におりましても、将来を担う学生のフロンに対する関

心は低いので、いろいろなところで意識を高めていく必要性があると思いました。 

○飛原座長  ありがとうございます。では、金丸委員、お願いします。 

○金丸委員  いろいろありがとうございました。今、大石委員がいわれたように、私ど

も小売業として、お客様に一番近いところにいる事業でございますので、ぜひお客様にと

ってもわかりやすい、また私たちが一緒に取り組んでいるノンフロン化、フロン類の削減

についての周知ができるような機会を提供できればいいと思っております。 

 使用者側としての立場でいいますと、今回、目標年度、あるいは目標値というものが出

ましたので、これから私どもが使用している機器の切りかえ等、いろいろ各社検討して入

ると思いますけれども、その中でやはり安全性とかＧＷＰ値などによる効果の高いもの、

あるいは事業者にとっては経済性もいろいろ判断していかなければなりません。現状の内

容については、今回、しっかり資料に掲載もされていますので、分かりますが、今後の、

先ほど出ておりました技術開発による機器、あるいは冷媒そのものの開発といったところ

を私たちがその都度判断するときに、個々のメーカーや個々の業界からのばらばらの情報

ではなく、できるだけ、今、何を選択すべきなのかといった判断ができるような情報提供

をお願いしたいと思います。今回であれば、表で、こういう機種にはこういう冷媒があっ

て、こういう転換できるというようなところが結構わかりやすかったのですが、通常はな

かなかまとまった情報ではなく取引先からの情報というような形になるかと思いますので、

ぜひそういった情報共有できるような仕組みが今後できると、スピードを上げて進んでい

くのではないかと思います。現状よりもさらに進んだ機器や冷媒が、日本の技術の中でど

んどん進んでいくだろうという期待も込めて思っております。ありがとうございました。 

○飛原座長  ありがとうございました。では、岸本委員、お願いします。 
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○岸本委員  今までのことと重複する意見は省きます。まず、事務局の方なのですけれ

ども、昼夜問わず仕事をしていただいて、夜中にメールが飛び交っていたりしていました

が、立場の違う人、団体の利害は当然ありますので、その辺はよくまとめてくれたと思い

ます。環境省とも非常にハードネゴをしてもらったと思うのですけれども、よくここまで

まとめられたなと思います。 

 これは今後の提案なのですけれども、今回、フロン法ということで、フロンをどう削減

していくかということに焦点が当たっています。ただ、我々の目的は、温暖化防止という

のが大義としてあるわけです。フロンについては、今、フロンのＧＷＰ値の小さいもの、

あるいはノンフロン化を目指そうということで、この議論は進んでいるのですけれども、

今後、例えば省エネ法、フロン法、温暖化防止法等、いろいろな指標があるのですが、全

部を包括した１つの評価指標を何かの場でつくる、あるいは検討することをやるべきでは

ないかと思います。 

 ノンフロン化というのは、必ずしもノンフロンが、例えばＣＯ２排出量が減るというこ

とではありませんので、自然冷媒派はノンフロンにすればそれで満足かもしれませんけれ

ども、やはり全体的な温暖化という視点から省エネ法、エネルギーの観点も含めた指標を

ぜひ今後の検討課題としてやってもらうといいのではないか。そういう提案です。 

 以上です。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。では、北村委員、お願いします。 

○北村委員  いろいろまとめていただきまして、事務局、本当にお疲れさまでございま

した。ありがとうございました。 

 ガスメーカーの立場から申しますと、北米提案がいずれは通るだろうという見通しにな

っていると思うので、そういった意味では、これからいろいろなデータをコレクションし

ていくわけなのですけれども、それがそのままモントリオール議定書によるＨＦＣの規制

とうまく整合性がとれて、データが移行できるようなことを考えていただければと思って

おります。 

 また、今回の改正フロン法、いろいろ欠陥がある法律で、オゾン層保護法のようなきち

っとした規制ができないとお聞きしております。これは５年後、また見直しがあるわけで

すけれども、そのときはもう北米提案が通っていて必要ないかもしれませんが、もし北米

提案が通っていなかったときは、もっときちっとした規制ができるような法改正を目指し

ていただければありがたいと思っております。ありがとうございました。 
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○飛原座長  ありがとうございます。では、木村委員、お願いします。 

○木村委員  これまで国のほうで取り組んでいただきたいことを中心にお話ししてきま

したけれども、この改正フロン法を施行するに当たりましては、都道府県レベルで取り組

むべき事項が非常に多いかなと思っております。 

 具体的には、個々の製品の使用者ですとか管理者、あるいは充填回収業者の指導も都道

府県業務でありますし、消費者ですとか工事の施主に対して選択を促していくこと、これ

でも都道府県でやれることはいろいろあるかなと思いますので、知恵を出していきたいと

思っております。その際、関係業界の皆さんともまた情報交換をしていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○飛原座長  ありがとうございました。では、作井委員、お願いします。 

○作井委員  どうも事務局の皆様、本当にご苦労さまでした。ここ何年も検討課題でご

ざいました使用機器からの冷媒漏えいということの対策としての管理者の判断基準などが

設定され、とてもいいことだと思っております。 

今、木村委員からお話があったように、都道府県の役割というのは非常に大きくなると

思っています。例えばある一定レベル以上の機器の定期点検が義務化されることは重要で

す。これは２年前に行った調査で、定期点検をしている機器と定期点検をしていない機器

とでは冷媒漏えい率に大きな差が出たという事実ございますので、これはぜひ実現される

ように指導をしていただきたい。あとは、機器の冷媒充填記録である、ログブックを書い

てもらうこと、決められた充填の基準、これらをどうやって守っていただくかというのに

かかっているかと思っております。 

６年前に導入された行程管理制度でございますが、よく業者さんから聞くのは、せっか

く書いても全然みてもらっていない。例えばＥ票、引き取り証明書がございますが、法律

では、あれはただ保管して管理しているだけなので、誰もみに来ないというような声も聞

きます。交通違反というのは、警察がいて違反したら捕まるので、違反をしなくなる。こ

の法律には罰則規定があるので、違反行為に対しては、時には何らかの行使をしないとい

けないかなと思ってございます。 

せっかくいいしくみをつくったので、これからぜひ実行、そして普及啓発活動も大事で

ございますので、車の両輪としてやっていただきたい。ここにいる皆様、委員の方々もご

協力いただけるものと思ってございます。 

 もう１つは、今回の法律とはちょっとずれるかもしれないのですが、この法律改正の内
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容がいろいろなところで話題になりますと、地球温暖化対策に関しては自然冷媒を入れ替

える事が必要という騙りで、現在のフロン機器に自然冷媒を入れかえる業者がいます。こ

れは機器の銘板に書いてある指定冷媒以外のものに入れ替えること自体が故障や不良の原

因になる事であり、ましてや、プロパン系のものに入れるとなると故障以上に非常に危険

です。今後このようなビジネスされる方がこの法律の施行と一緒になって増えてくる可能

性もありますので、この辺は何らかの対策が必要です。今回のWGでも冷媒が漏れている話

題をしているわけなので、可燃性であるプロパン類を入れて漏れないわけはないのです。

その漏れた可燃性冷媒に火がついたらということも考えるととても恐ろしいことです。プ

ロパンなど可燃性冷媒として設計していない機器にはプロパン等を入れるべきではないと

いうことは十分ご認識いただきたい。今後、指定冷媒以外の入れ替えは安全・性能面から

好ましくないという観点から何らかの規制がされることを期待します。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、島原委員、お願いします。 

○島原委員  済みません、いつも私はこの会議の席では発言を慎んでいるように静かに

していることが多いのですが、事前の打ち合わせのときはかなりいろいろ好きなことを申

し上げておりまして、ジキルとハイドみたいな感じで大変申しわけなかったなと思ってお

りますけれども、いろいろとご意見をさせていただいてありがとうございました。 

 中小のスーパーマーケットの現状というのは非常に厳しいものがございまして、目先の

利益がなかなか追えない中で、環境に対する取り組みはちょっとおくれぎみかなというと

ころが現状でございます。当然、トップランナーの大手様に比べると、３周おくれの中小

スーパーでございますので、その辺はご容赦いただきたいと思うのですが、今回のフロン

に対する新しいいろいろな取り組みを今後、中小のスーパーマーケットユーザーに理解を

深めていただいて、逆に取り組みのほうを促進していくように協会のほうとしても告知を

していきたいと考えております。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○飛原座長  よろしくお願いいたします。それでは、中村委員、お願いします。 

○中村委員  検討する対象製品が多い中で、短い時間にかなり濃密な議論をされて、こ

こまでまとめられまして、とてもいい案ができ上がったのではないかと思います。 

 今、ご意見されていた中にもありましたけれども、やはり購入される消費者の方、使わ

れる消費者の方がキーになってくると思います。きょう、ラベリングの話もありましたが、
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あれは補完ということでしたが、ラベリングを実効性のあるものにしていくためにも、で

きるだけ小売事業者の方々を巻き込んだ形で、いかにそういう方々に情報提供をしていく

かというのが重要になってくると思います。 

もう１つは、先ほど少し申し上げましたけれども、市場の動向を知るといいますか、ち

ょっと課題はあると思いますが、データベース化していくようなこともあり得ると思いま

す。そういった情報を小売事業者の方々に提供して、それを消費者の方に今市場ではこう

いう製品が多くて、こういうものの購入を勧めていますというように周知することもでき

ますので、そういったこともひとつ検討していくべきではないかと思いました。 

 以上です。 

○飛原座長  ありがとうございました。茂木委員、お願いします。 

○茂木委員  皆さん、それぞれの立場から必要な、大事なことをいってくださいました

ので、私のほうは余り重ならないように申し上げたいと思いますが、一番最後なので、と

ても気が楽です。ちょっとオーバーしたら大変申しわけございません。 

 正直申し上げますと、目的が大変重くて、大きなテーマでしたので、非常に関心がある

ところで、消費者運動の中では常に取り組んできたことなのですけれども、正直申し上げ

ますと、この場はいろいろな意味で、いろいろなテーマのそれぞれの場のところで、非常

に難しい、重たいものを感じました。 

先ほども遠慮されて、ご発言は控えられたとおっしゃっておられましたけれども、公の

場とはいえ、せっかくこういう大事な場ですので、飛原先生もいつも促してくださいまし

たように、ここは決める場ではなくて議論する場だから、とりあえず意見交換をいっぱい

しましょうといってくださったので、そういう方向でどんどん意見交換がもっとできれば

よかったなというのが感想です。 

 私たちのところに、例えば、経産省のある部局の方が意見を伺いたいということでおい

でになったりすることもあるのですけれども、関連したことで、あの問題はと質問します

と、いや、担当が違いますので、いや、それはちょっと私どもではございませんとなって

しまうと、私たち暮らし全体からの疑問、質問ですので、そうなると、なかなか解決しな

いし、そのような質問については、別途問い合わせしてお答えしましょうということがな

かなかなかったりするので、そういうところがないような横串を刺した連携ある各省庁で

あったらいいなと思いつつ出させていただきました。 

 それと、ラベリングのほうでは今回申し上げませんでしたけれども、量販店に直接伺い
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ますと、消費者が選ぶ際の目安として、大きく６つの特徴がわかりやすく書かれていまし

た。ヤマダ電機でしたが、その一番最初にＲ32が書いてあるのです。そこで、Ｒ32につい

て、これは何ですかと聞かれる方はいますかと聞くと滅多にないですねといわれるのです。

ですので、今回、資料１―１の17ページの10のところでつくってくださった仕組みでは、

製造業者などのところでのいろいろな仕組みがしっかりでき上がったので、本当によかっ

たと思いますが、あらゆるステークホルダーですか、消費者も入り、この機会に理解・関

心が深まる場づくりを、と思います。また、私たちのところからも伝えていきたいと思っ

ています。 

 そして、作井さんがちょうど最後にいってくださったので、よかったのですけれども、

漏えいの問題については、私たちのもとてもショックだったということはたびたび申し上

げてきたのですが、漏えい、回収についても、心配な点を指摘してくださいましたので、

市中のストックは余りにも多いし、種類もさまざまなので手がつけられないということは

前回までのところで伺っていますが、、今後、そういうところも何とか手当てしながら、

温暖化防止に、より拍車がかかって進みますように願っています。 

 この仕組みのところも原則５年ごと、になっていますけれども、予定よりも早く見直し

が進み、想定よりもずっと早くに着地できることを願っております。 

 いつも長々と、私からは何でも自由に意見を述べさせていただきまして、ありがとうご

ざいました。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、きょう出席いただいている工業会か

らもコメントをいただきたいと思います。 

 それでは、小竹様、お願いします。 

○小竹氏  委員の皆様、それから事務局の皆様、おとりまとめいただきまして、まこと

にありがとうございました。 

 自動車業界としても、今回の目標値とか目標年度は非常に適正なものと考えております。

自動車業界としても、その目標値に向けて、できるだけ早く新しい冷媒に切りかえていき

たいと考えておりますので、引き続きご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、表示に関しましても、委員の皆様からいろいろご意見がありましたけれども、

わかりやすい表示ということで、我々もそういったものを目指して工夫していきたいと思

いますので、こちらも引き続きよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○飛原座長  ありがとうございました。それでは、大谷様、お願いします。 

○大谷氏  長い間にわたりまして、ご苦労さまでございました。私どもエアゾール協会

は、実はダストブロワーの販売会社が私どもの会員にはおりませんので、我々が充填ロー

ダーということで、ここに参加させていただいて、充填ローダーが集めておりますＨＦＣ

等の使用量を報告させていただいております。 

 そういう中で、エアゾール協会は、自主基準としまして、見える化の表示をご協力させ

ていただきました。この後、またＪＩＳの委員にも参加させていただきます。 

それから、ちょっと気になるところは、先ほど安全性の問題がございましたけれども、

ＨＦＣがノンフロンに変わった場合に、やはり可燃性ガスに移行した場合、事故がふえる

ことがやはり懸念されますので、ここら辺はエアゾール協会がどこまで広報するかわかり

ませんが、できる範囲で安全性については正しい使い方を含めて広報していきたいと思っ

ております。 

○飛原座長  ありがとうございました。それでは、ウレタンフォーム工業会の大川様、

お願いします。 

○大川氏  ウレタンフォーム工業会の大川でございます。私、昨日就任したばかりで、

前任者がずっと出ていたかと思います。 

 ウレタンフォーム工業会では、ＨＦＣにかわる低ＧＷＰの発泡ガスとして、ＨＦＯに期

待しているところでございます。現在、ＪＩＳ化を進めております。ＪＩＳ化にはまだ時

間がかかりますので、このＨＦＯの品質に関する工業会規格というものをまとめ上げまし

て、来月早々には工業会として、ＨＦＯの品質基準を公表する段取りまでやっと来ました。

これによって、ウレタンの製造メーカーが新しいＨＦＯの商品の製造供給開始がされるも

のと期待しているところでございます。 

それによって、ＨＦＣからＨＦＯへの転換、それから省エネ基準適合義務化の中で断熱

材をどう選択するのかというところも、今後ノンフロン断熱材というものの選択肢も広が

ってくるものというところも期待しております。 

 あと、きょうのお話の中で、浅野先生のお話もありましたけれども、末端の消費者にノ

ンフロン断熱材をわからせるというのはかなりハードな面があると思います。フロンを使

っているのはマンションがほとんどでございます。戸建て住宅はほとんどノンフロンにな

っておりますので、マンションというところに限っていくと、やはり選択権は設計士であ

り、ディベロッパーさんであり、ゼネコンさんにあるというところがございますので、品
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確法による性能表示制度の省エネ等級の等級３、等級４という説明はされても、断熱材が

何を使っていますということは多分宅建主任者さんも説明されないと思っております。 

 省エネマークは建具には表示されていますけれども、壁には表示されていませんので、

消費者の皆さんに断熱材をわかりやすく表示するというのはなかなか難しいところでござ

います。ＢtoＢの中で新しい発泡剤をどんどんディベロッパーさん、設計士さんに採用し

ていただく動きを我々業界としては進めていきたい。それによって、フロンの比率を低く

するということで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。 

最後に私がちょっとコメントするようにいわれたのですけれども、ほとんど皆さんのご

意見のとおりでございまして、さまざまな利害関係者が多くある議題につきまして、今回

幸いにも全てパブコメに出すことができるほどにまとめることができましたのは、委員の

皆様のご協力と事務局の皆様のご努力、そして、工業界、産業界のご協力によるものだと

思っておりまして、大変感謝をいたしております。 

 それから、今回の指定機器の目標値や目標期間につきましては、各分野のいろいろな方

々からのご意見を伺いまして、甘いのではないかとか、遅過ぎるのではないかとか、さま

ざまな意見をたくさん伺いました。 

 これにつきましては、国際的な動向も勘案しながら決まったことでありまして、きょう

の議論の中でも出てきましたけれども、モントリオール議定書の北米提案が通りますと、

非常に厳しい削減計画を求められるわけでございます。そのときに、どこを基準にとるか

というのが常に問題になりまして、温暖化の京都議定書のように、あらかじめ温室効果ガ

ス削減を早目にしておいた日本は、そういう面でいきますと、随分割を食ってしまったと

いうようなことがありまして、このフロン類につきましても、余り早期に削減してしまう

と、後で大変なことになるのではないかといったような心配をいろいろな方面から聞いた

りして、国際的な動向をみながら適正な手順で削減していくというのが最も日本らしくて

いいのではないかというような感想を私自身はもっております。 

 だからといって、緩くしていいというわけではありませんで、今回出された基準という

のは、最低限の基準だと私自身は思っておりますので、今後は、日本の産業界の力でこれ

を加速して実現していただきたいと思っております。それは国際的にもどんどん加速する

ような動きがあるかもしれません。新しい冷媒が出てくるとか新しい技術を開発するとい

ったようなこともあると思いますので、この基準が前倒しに実現していくように各方面の
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産業界の方々にはぜひとも努力していただければと思っております。 

 以上が私からの感想であります。 

それでは、本日、各委員の皆様、あるいは関係業界の皆様から貴重なご意見をいただき

まして、ありがとうございました。今後の施行の手続の中で反映できるものについてはし

ていただくように、あるいは残課題として残っているものにつきましては来年度以降の、

今後のワーキングがあればそこで検討していただくというようなことになろうかと思いま

す。 

 では、最後に、事務局を代表いたしまして、経済産業省の谷審議官より一言ご挨拶をお

願いしたいと思います。 

○谷審議官  皆様、本当にどうもありがとうございました。本ワーキンググループは昨

年12月、まさに冬から春、そして夏を迎えまして、今日まで約半年の間、６回にわたって

開催させていただきましたが、各委員の先生方におかれましては、非常にご多忙なところ、

ご出席いただきまして、非常に貴重な意見をいただきましたことを心から感謝申させてい

ただければと思っております。 

 また、座長の飛原先生には、毎回司会進行の役割を担っていただきましたことを深く感

謝させていただければと思っています。 

 本ワーキンググループでご議論いただきました趣旨のポイントに関しましては、改正フ

ロン法の根幹となる非常に重要な点でございまして、このような点を今回の審議では短期

間に技術的な内容も多く、非常に多岐にわたって盛りだくさんの対象結果でございました

が、皆様から時には安全性、経済性、省エネ、ユーザーの実態などを踏まえた現実的な視

点もいただきましたし、また既存の考え方の枠を超えた観点からも忌憚のない意見をいた

だき、非常にバランスのとれた議論になったものと考えております。 

 今回、ご議論いただいた内容を踏まえまして、来年４月の施行に向けまして、私ども事

務局においても政省令の作業を進めさせていただければと思っております。 

今回、非常に熱心に傍聴席の方にも多数の方、毎回出席いただきまして、非常に蒸し暑

い会議室で、狭いところで申しわけありませんでした。私ども事務局のほうも毎回ワーキ

ンググループが来る前になると、事務局の職員の顔色が悪くなって、しかし、そのような

中でも救急車で運ばれるような人間が出なかったことを皆様方のご支援のたまものと非常

に感謝しております。 

 また、今後、各指定製品の評価プロセス、指定製品の追加検討などにおきましても、今
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後産構審を開催する必要があるかと存じますので、その際には引き続き委員の皆様方より

ご意見を賜りたく存じております。 

 本日をもって本ワーキンググループ、改正フロン法の施行に向けた一連の審議を終える

わけでございますが、サッカーワールドカップは非常に残念な結果になってしまいました

が、このフロンの世界では世界最高水準を目指して頑張るように我々一同、全力を尽くし

てまいりたいと思います。将来的にビックマウスといわれないように、引き続き皆様方か

ら温かいご指南いただけましたら幸いと思っております。どうもありがとうございました

（拍手）。 

○飛原座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に、今後のスケジュールについて簡単にご紹介いたします。資料５をご

らんください。 

 今後のスケジュールですけれども、資料５に記載されておりますとおり、本日までの議

論の結果につきまして、今後パブリックコメントを行いまして、それからＷＴＯ協定に基

づくＴＢＴ通報を行います。その結果などにつきましては、８月に予定されております中

環審との合同会議において、報告をさせていただく予定にしております。 

 ８月末の合同会合についての正式なご案内につきましては、改めて事前にご連絡させて

いただく予定にしております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 ということで、本日の第６回の会合はこれにて終了したいと思います。昨年12月より、

本日までどうも長い間、ご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


